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募集新株予約権（業績目標コミットメント型有償ストック・オプション）の発行要項の 

一部変更に関するお知らせ 

 

2021 年８月３日開催の当社取締役会決議に基づき発行する第８回新株予約権の発行要項につ

いて、2021 年９月１日を効力発生日とした株式分割に対応するため、2021 年９月７日開催の当

社取締役会において発行要項の一部を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

Ⅰ．変更の内容（下線部は変更箇所） 

 ①変更前 

第８回新株予約権発行要項 

１．新株予約権の数 

391 個 

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社

普通株式 39,100 株とし、下記３．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整され

た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 

２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権１個あたりの発行価額は、5,000 円とする。なお、当該金額は、第三者評価

機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、「プルータス」という。）が算出

した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新

株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2021 年８月２日の東京証券取引所

における当社株価の終値 1,590 円/株、株価変動性 44.36％、配当利回り 3.33％、無リスク

利子率-0.104％や本新株予約権の発行要項に定められた条件（行使価額 1,590 円/株、満期

までの期間 7.6 年、業績条件）に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモン

テカルロ・シミュレーションによって算出を行った。 

３．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 



本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当

社普通株式 100 株とする。 

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの

とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株

予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ

いては、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う

場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、

付与株式数は適切に調整されるものとする。 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の直近取引日である 2021 年８

月２日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である 1,590 円とする。 

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

１ 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×  

分割（または併合）の比率 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の

発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株

式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

     
既 発 行 
株 式 数 ＋ 

新 規 発 行 
株 式 数 × １ 株 あ た り 

払 込 金 額 

 調 整 後 
行 使 価 額 ＝ 調 整 前 

行 使 価 額 × 
新規発行前の１株あたりの時価 

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数

から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割

を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、

合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 

（３）～（６）省略 



４．新株予約権の割当日 

 2021 年９月８日  

５～８省略  

９．申込期日 

 2021 年９月６日  

10．省略 

 

 ②変更後 

第８回新株予約権発行要項 

１．新株予約権の数 

391 個 

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社

普通株式 78,200 株とし、下記３．（１）により本新株予約権にかかる付与株式数が調整され

た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 

２．新株予約権と引換えに払い込む金銭 

本新株予約権１個あたりの発行価額は、5,000 円とする。なお、当該金額は、第三者評価

機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、「プルータス」という。）が算出

した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新

株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2021 年８月２日の東京証券取引所

における当社株価の終値 1,590 円/株、株価変動性 44.36％、配当利回り 3.33％、無リスク

利子率－0.104％や本新株予約権の発行要項に定められた条件（行使価額 1,590円/株、満期

までの期間 7.6 年、業績条件）に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモン

テカルロ・シミュレーションによって算出を行った。 

なお、上記の行使価額は、当社が 2021 年８月 31 日を基準日、同年９月１日を効力発生日

として行った当社普通株式を１株につき２株の割合をもって分割する株式分割（以下、「2021

年９月株式分割」という。）前の金額である。 

３．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当

社普通株式 200 株とする。 

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償

割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの

とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株

予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ

いては、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 



また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う

場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、

付与株式数は適切に調整されるものとする。 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は 795円（本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の直近取引日である 2021

年８月２日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である 1,590 円を、2021

年９月株式分割の比率に応じて調整した金額）とする。 

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

１ 

調整後行使価額＝調整前行使価額 ×  

分割（または併合）の比率 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の

発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株

式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

     
既 発 行 
株 式 数 ＋ 

新 規 発 行 
株 式 数 × １ 株 あ た り 

払 込 金 額 

 調 整 後 
行 使 価 額 ＝ 調 整 前 

行 使 価 額 × 
新規発行前の１株あたりの時価 

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数

から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え

るものとする。 

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割

を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、

合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 

（３）～（６）省略 

４．新株予約権の割当日 

 2021 年９月 24 日  

５～８省略  

９．申込期日 

 2021 年９月 22 日  

10．省略 

以 上 


